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７０歳以上の高額療養費等の上限額が変わります８ 月から

11 2018. ７11

高額療養費制度�とは、

　 ひと月に医療機関に支払った額が、定められた上限額を超えた場合に、上限額を超えて支払った額を払い戻す
制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まります。

⇒ ８ 月から、住民税課税世帯の上限額（月ごと）が下の表のように変わります。（住民税非課税世帯は変更なし）
７ 月までの上限額�

所得区分 外来＋入院
（世帯単位）外来

（個人単位）

現
役
並
み

住民税課税所得
1４５万円以上の人 ５７,600円

８0,１00円
＋（医療費－

２６７,000円）× 1 ％
〈多数回４４,４00円

（※ ２ ）〉

一
般

住民税課税所得
1４５万円未満の人

（※ 1 ）

１4,000円
年間の上限
1４４,000円

５７,６00円
〈多数回４４,４00円

（※ ２ ）〉

（※ 1 ）住民税課税所得1４５万円以上の人で、世帯収入の合計額が５２0万円未満（ 1 人世帯の場合は３８３万円未満）の場合等も含みます。
（※ ２ ）過去1２か月以内に ３ 回以上、上限額に達した場合は、 ４ 回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

現役並み所得の人はご注意ください！！

　今回の改正で、現役並み所得の人のうち、住民税課税所得Ⅰ・Ⅱ（上表� �内）に
該当する人は「限度額適用認定証」の交付申請が必要となりました。
　※ 住民税課税所得Ⅰ・Ⅱに該当する人とは、住民税課税所得が1４５万円～６８9万円の人です。
　　（年金収入のみの場合、年収約３７0万円以上）

　�８ 月以降、ひと月にひとつの医療機関で上限額を超える可能性がある人は、窓口にて「限
度額適用認定証」の交付申請をしてください。

　※ 「限度額適用認定証」が提示されない場合、医療機関での支払い額が上限額を超える場合があります。 
　　（その場合、申請により上限額を超えて支払われた額を後日払い戻します）

高額介護合算療養費制度�とは、

　 医療保険と介護保険の両方を受給している世帯で、それぞれの自己負担額の合計が、定められた上限額を
超えて支払った場合、その超えた額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まります。
⇒ ８ 月から、住民税課税世帯のうち、住民税課税所得1４５万円以上の人の上限額（ ８ 月から翌年 ７ 月まで）が下

の表のように変わります。（住民税課税所得1４５万円未満の人と、住民税非課税世帯は変更なし）
７ 月までの上限額�

所得区分 限度額
（世帯単位）

現
役
並
み

住民税課税所得
1４５万円以上の人 ６７0,000円

８ 月からの上限額�

所得区分 外来＋入院
（世帯単位）外来

（個人単位）

Ⅲ　住民税課税所得
６90万円以上の人

2５2,600円
＋（医療費－８４２,000円）× 1 ％
〈多数回1４0,100円（※ ２ ）〉

Ⅱ　住民税課税所得
３８0万円以上の人

１6７,400円
＋（医療費－５５８,000円）× 1 ％
〈多数回9３,000円（※ ２ ）〉

Ⅰ　住民税課税所得
1４５万円以上の人

８0,１00円
＋（医療費－２６７,000円）× 1 ％
〈多数回４４,４00円（※ ２ ）〉

住民税課税所得
1４５万円未満の人

（※ 1 ）

１８,000円
年間の上限
1４４,000円

５７,６00円
〈多数回４４,４00円（※ ２ ）〉

８ 月からの上限額�
所得区分 限度額

（世帯単位）
Ⅲ　住民税課税所得

６90万円以上の人 2,１20,000円

Ⅱ　住民税課税所得
３８0万円以上の人 １,4１0,000円

Ⅰ　住民税課税所得
1４５万円以上の人 　　6７0,000円
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